
【会　　期】 令和７年４月２日（水）より６日（日）まで　※休館日なし
 （入場）午前９時 30 分～午後 5時　（閉場）午後 5時 30 分
 　＊４月６日（日）も午後５時まで入場可

【会　　場】 東京都美術館（上野公園８－ 36）

【出品部別】 第　１　科　　　　漢字・かな（臨書を含む）・詩文書
 第　２　科　　　　漢字・かな（臨書を含む）・詩文書
 咲蕾（さくら）展　漢字・かな・詩文書

【出品形式】 １．作品はすべて枠張り表装のこと。
 　　（咲蕾展については、日本書道院事務局から一括依頼する。）

 ２．作品には出品目録を添え裏面中央に出品票（大）を、細票を縦作品は
 　　枠右側に、横作品は下側の各々中央に貼付すること。
 　　同人以上は出品目録にある出品者氏名の個票を作品枠内の右下に仮貼
 　　付すること。
 　　公募作品は出品目録提出後に、出品者氏名の個票を送付するので、同
 　　人以上と同様に扱うこと。
 ( 審査会員・同人 )
 　第 1科審査会員 グレ－ 第 2科審査会員 スカイブル－
 　学生部審査会員 イエロー 同　　　　　人 ピンク
 　＊同人以上の詩文書　色は上記の各科と同じくするが各科表示部分の文
 　　字を反転白抜きとする。
 　（注意）同人以上の方には姓号（姓名）の入った出品目録を送るので紛失
  しないこと。
 （公　　　募）
 　第 1科　漢字・かな・詩文書とも「ホワイト」
 　第 2科　漢字・かな・詩文書とも「オレンジ」
  　咲蕾展　漢字・かな・詩文書とも「ライトブルー」

 ３．他展へ 1度出品した作品は受理しない。新しく制作された作品を出品
 　　すること。

 ４．出品点数は、　審査会員・同人・一般公募共、漢字・かな・詩文書の夫々
 　　各 1点を出品することが出来る。（夫々に各 1点とし、合計 3点まで出
 　　品可。）※咲蕾展は何点出品してもよい。

 ５．出品料は別表を参照。但し、複数出品の場合は、2点目、3点目が
 　　1科のものは 1万円、2科のものは 7千円とするが、咲蕾展は 2点目、
 　　3点目の出品料は適用しない。23 歳（2001 年４月２日生まれ以降）以
 　　下の公募出品者は、１科は1万円、２科は7千円、咲蕾展は5千円とする。
 　　（学生証・免許証等の写しを出品目録裏に貼付のこと）

 ６．咲蕾展作品は、縦作品でも横作品でもよい。咲蕾展の作品規格であれ
 　　ば書体自由。
 　　※咲蕾展出品料に裏打ち表装代（額への張り込み）も含むが、日本書
 　　　道院審査会員が出品する場合「貸し額」「買取額」も認める。この場
  合、表装料は個人の負担になる。出品部門「咲蕾展 S」とする。出
  品目録は咲蕾展Ｓを別に使用する。出品料 5,000 円は変更ない。

 ７．展覧会出品作品として、押印等雅印の形式を整えること。姓名印のみ
 　　でも受け付ける。

【出品作品における注意事項】
 （１）　出品作品は全て表の規格（仕上がり寸法）による枠張りとして、規
  格以外の作品は受け付けない。
 （２）　第１科審査会員の出品作品は、別表「作品形式」第１科の記号「Ａ」
  から「Ｆ」の何れでもよい。
 （３）　第２科・学生部審査会員の出品作品は、別表「作品形式」第１科の
  記号「Ａ」を除く、「Ｂ」から「Ｆ」の何れでもよい。
 （４） 同人及び公募第１科の出品作品は、別表「作品形式」第１科の記号「Ｅ」
  か「Ｆ」に限る。
 （５） 公募第２科の漢字・かな・詩文書の出品作品は、別表「作品形式」
  第２科の記号「Ｇ」に限る。
 （６） 咲蕾展の漢字・かな・詩文書出品作品は、別表「作品形式」の記号「Ｈ」
  または「Ｓ」に限る。
 （別記）①理事・監事・顧問・文部科学大臣賞受賞者は、６尺×１０尺以内
   　の作品も受け付ける。
   ②２１世紀賞受賞者、会長賞受賞者、毎日書道展審査会員は、３尺
   　×１０尺または４尺×８尺以内の作品も受け付ける。ただし、
   　１０尺作品は縦作品のみ、その他は縦横自由とする。
   ※①と②の出品目録の作品記号は「Ｘ（エックス）」と記入し、仕
   　上がり寸法も記入する。
   ③第１科審査会員以外の毎日書道展会員は、別表「作品形式」に記
   　載されている記号「Ａ」サイズの作品も受け付ける。
   ④審査会員は巻子、折帖も可とするが、陳列ケース使用のため部分
   　展示となる場合も有る。
   ⑤同人以上の出品者で、諸事情により規定作品を出品できない場合
   　は、第２科「Ｇ」や咲蕾展［Ｈ］で出品しても良い。

【搬　　入】 令和７年３月25日（火）東京都美術館。午前10時30分までに東京都美術館着
 ※出品目録・一覧は３月３日（月）までに日本書道院事務局へ。

【搬　　出】 令和７年４月８日（火）午後とする。
 ＊表具店には改めて通知する。



【褒　　賞】 １．審査の結果、公募作品の中で優秀な作品には次の賞を贈る。
 ◆日本書道院賞・全日本書道連盟賞・毎日新聞社賞・推薦・特選・秀作・
 　佳作・咲蕾賞
 ※咲蕾賞受賞では同人に昇格できない。
 ※咲蕾展入賞対象は同人と公募作品のみとし、審査会員及び理事・顧問作品
 　は参考作品とする。
 ２．同人以上の作品で、優秀な作品には選考の上、次の賞を贈る。
 　　第 1科審査会員　会長賞・毎日書道会特別奨励賞
 　　第 2科審査会員　特別大賞・奨励賞
 　　学生部審査会員　大賞・奨励賞
 　　同　　　　　人　特別賞・奨励賞
 ３. 他に文部科学大臣賞・東京都知事賞・埼玉県知事賞を贈る。
  尚、文部科学大臣賞選考委員の推薦で特に優秀な作品に 21 世紀賞を贈る。

【表  彰  式】　令和７年 4月６日（日）午後 3時より行う（於上野・東天紅）

【そ  の  他】 1. 作品は不可抗力の災害に対してはその責を負わない。
 2. 本規定に明記されていない事項は理事会において処理する。
 3. 展覧会規定・出品目録等を必要とする場合は、返信用封筒（宛名を明記
 　したもの）を同封して本院事務局まで申し込むこと。
 4. 展覧会図録を展覧会終了後刊行する。（７月予定）
 　図録には審査会員と特別賞と公募 1科・2科から東京都知事賞・埼玉県
 　知事賞・日本書道院賞・全日本書道連盟賞・毎日新聞社賞受賞作品を掲
 　載する。また、咲蕾展最高賞作品も掲載する。
 　 　 　

令和６年 10 月

後　援　文化庁・東京都・埼玉県・毎日新聞社・　　　　　　　
公益社団法人全日本書道連盟・一般財団法人毎日書道会

一般社団法人　日本書道院
〒 110 － 0002　東京都台東区上野桜木１－１２－２

ＴＥＬ　０３－３８２１－１２４６

【鑑別審査】　１．作品は鑑別審査の上、入選した作品を展示する。
 ２．入選者には入選通知と後日入選証を送る。
 ３．同人以上の作品は無鑑査とする。但し、甚だしく体裁を損なうものは
 　　展示しない場合もある。

日本書道院審査会員で「咲蕾展」個人表装希望者は出品料以外に表装代が別途かかります。


